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平成３０年労第２８０号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が○年○月○日付けで再審査請求

人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による遺族補償給

付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人の亡配偶者（以下「被災者」という。）は、○年○月○日、Ａ所在の会

社Ｂ（以下「会社」という。）に採用され、会社においてＩＴインフラの設計構築

業務に従事していた。 

２ 被災者は、○年○月○日、帰省先から帰宅した請求人に、自宅で死亡している

ところを発見された。死体検案書には、「直接死因：解離性大動脈瘤破裂」と記

載されている。 

３ 本件は、請求人が被災者の死亡は業務上の事由によるものであるとして遺族補

償給付及び葬祭料の請求をしたところ、監督署長はこれらを支給しない旨の処分

（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処分の取

消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官が○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定をしたこ

とから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

被災者に発症した疾病及び被災者の死亡が業務上の事由によるものであると認め
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られるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）被災者に発症した疾病名と発症時期については、決定書（略）理由に説示の

とおり、被災者は、○年○月○日、「解離性大動脈瘤破裂」（以下「本件疾病」

という。）を発症し、死亡したものと判断する。 

（２）虚血性心疾患等の業務起因性の判断基準は、決定書(略)理由に記載の「脳血

管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準につい

て」（平成１３年１２月１２日付け基発第１０６３号。以下「認定基準」とい

う。）のとおりであり、当審査会としても、これを妥当なものと判断する。 

（３）被災者の異常な出来事への遭遇について 

会社関係者からの聴取などの審査資料を精査しても、決定書(略)理由に説示

のとおり、被災者が、本件疾病の発症直前から前日までの間において、発生状

態を時間的及び場所的に明確にし得る業務上の異常な出来事に遭遇したことを

確認することができる客観的で信憑性のある資料はなく、当審査会としても、

被災者が同期間において異常な出来事に遭遇したと認めることはできない。 

（４）被災者の労働時間について 

監督署長は、被災者の出社時刻及び退社時刻を、勤務表を基礎として算定し

ている。同勤務表に記録された被災者の出社時刻及び退社時刻は、Ｃが、要旨、

「労働時間は、出退勤時に各自が出社時刻及び退社時刻を登録することになっ

ており、残業は事前の申告と上長の承認が必要である。被災者は勤務時間管理

のない管理職だが、プロジェクトの作業時間管理のために時刻を入力していた

と聞いている。」と述べ、同勤務表が○年○月○日までは午後５時４５分に退

社となっている日が多いものの、同年○月○日以降は深夜の時間帯に退社とな

っている日が多くなっていることも、Ｄが、要旨、「被災者が会社のプロジェ

クトに加わった○年○月以降、被災者は少しずつ業務多忙となったようだが、
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会社の親会社であるＥに派遣されていた同年○月までは業務にかなり余裕があ

ったようで、暇だ、と言っているときもあった。被災者は、亡くなる前には、

午後１０時くらいまで残っていることもあったようだ。」と述べていることや、

Ｃが、「会社は、Ｅの多すぎる業務を会社が分担するため、被災者をＥに派遣

したが、Ｅの業務量があまり多くなかったため、会社は、○年○月から始まる

新しいプロジェクトに被災者を参加させることにした。」と述べていることと

整合している。したがって、監督署長が認定した被災者の出社時刻及び退社時

刻は、おおむね妥当であると判断する。なお、被災者の帰宅時のメールの送信

時間が退社時刻を正しく反映しているとの主張及び深夜手当を支給させないた

めに午後１０時までで自己申告させていたと推定されるとの主張について、一

件記録からは、それらの事実は確認できないため、請求人の主張は採用できな

い。 

また、監督署長は、被災者の休憩時間を、使用者申立書等に基づき、４５分

としているところ、Ｄが、要旨、「被災者がそんなに毎日休憩が取れないこと

はなかったと思う。」と述べていることに照らし、監督署長が認定した休憩時

間は、妥当であると判断する。 

以上のとおり、監督署長の労働時間の算定は是認することができる。 

（５）被災者の短期間の過重業務について 

決定書（略）理由に説示のとおり、被災者の本件疾病の発症前おおむね１週

間における時間外労働時間数は０時間である。また、被災者の業務に過重性を

もたらす労働時間以外の負荷要因について、会社関係者からの聴取などの審査

資料を精査しても、確認することができる客観的な資料はなく、当審査会とし

ても、被災者が、本件疾病の発症前おおむね１週間において、特に過重な業務

に就労したと認めることはできない。 

（６）被災者の長期間の過重業務について 

決定書(略)理由に説示のとおり、被災者の本件疾病の発症前おおむね６か月

間における時間外労働時間数については、発症前１か月間の時間外労働時間数

は５３時間であり、発症前２か月間から６か月間における１か月当たりの時間

外労働時間数は、最長で、発症前２か月間における１か月当たりの時間外労働

時間数である３１時間１８分である。また、被災者の業務に過重性をもたらす
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労働時間以外の負荷要因について、会社関係者からの聴取などの審査資料を精

査しても、確認することができる客観的な資料はない。したがって、当審査会

としても、被災者が、本件疾病の発症前おおむね６か月間にわたって、著しい

疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認めることはできない。 

なお、請求人は、前記第３の１（略）のとおり、被災者の死亡直前１か月間

の時間外労働時間数は８５時間１分に達しており、認定基準において業務と発

症との関連性が高いとされる死亡直前１か月間の時間外労働時間数である１０

０時間と同程度の業務の過重性があったと主張する。請求人が算定した時間外

労働時間数のうち、請求人が社外時間外労働時間数と主張する３０時間４２分

は、請求人が深夜又は休日等に会社外でパソコンを起動していた時間を合計し

たものである。 

この点、被災者が同期間において、繁忙であった事実も認められず、また、

Ｄによると、同社外労働時間数は、管理者として、深夜や休日に顧客先の現場

から送付されて来る経過報告のメールを読んで、現場に対しねぎらいのメール

を返信する等のためであると述べている。以上の事実から、被災者が、会社外

におけるログインからログオフまでの全時間にわたり労働していたと評価する

根拠はなく、さらに、被災者が自宅において作業した時間については、会社と

の業務と比較して、精神的緊張、拘束などは低いことから、そのまま評価する

のは適切ではないと判断する。 

よって、請求人の上記主張を採用することはできない。 

（７） 上記のとおり、被災者の本件疾病は、認定基準の対象疾病に該当するものの、

認定基準の「異常な出来事への遭遇」、「短期間の過重業務」及び「長期間の

過重業務」のいずれも認められないことから、当審査会としても、被災者の本

件疾病の発症及び被災者の死亡は業務上の事由によるものということはできな

い。 

（８）請求人のその余の主張についても子細に検討したが、上記判断を左右するに

足るものは見いだせなかった。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 


